
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  源泉所得税の納期の特例 

Ｑ：源泉所得税は、特例承認を受けると年

に２回の納付で済むそうですが、どのように

なっているのですか？ 

 

Ａ：10人未満の納税徴収義務者については、

年２回の納付が認められています。 

【解説】 

おたずねの特例は、源泉所得税の納期の特

例制度というもので、給与の支払を受ける人

が常時10人未満の源泉徴収義務者について、

納税事務の負担を軽減する目的から認められ

ているものです。 

この特例の適用を受けるには、「源泉所得

税の納期の特例の承認に関する申請書」を所

轄税務署長に提出して、承認を受けなければ

なりません。 

納付については次のようになっており、そ

の間に支払った給与、退職手当、弁護士、税

理士等に対する報酬、料金などにかかる源泉

所得税がその納付の対象となります。 

①  １月から６月までの間に支払ったもの 

７月10日までに納付 

②  ７月から12月までの間に支払ったもの 

翌年１月10日までに納付(ただし、「納期

の特例適用者に係る納期限の特例に関す

る届出書」を提出しますと、１月20日とさ

れます) 

※ 納期限が日曜、祝祭日又は土曜日の場

合は、納期限はその翌日になります。 

なお、承認申請は、申請書を提出した月の

翌月までに税務署長から通知がなければその

翌月の末日に承認があったものとされます。 
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